
江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付要綱 

平成２４年４月２日 

２４江地経第１０６１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内の中小企業者が東京都立産業技術研究センター（以

下「都産技研」という。）を利用した場合の経費の一部を補助することによ

り、区内の中小企業者の技術開発、製品開発等を促進し、その技術力及び競

争力の強化を図り、もって区内中小企業の振興に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年

法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。 

(1) 区内に本店（個人にあっては主たる事業所）を有すること。 

(2) 区内で引き続き１年以上事業を営んでいること。 

(3) 前年度の法人住民税及び法人事業税（個人にあっては、住民税及び個人

事業税）を滞納していないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象者が都産技研の提供する有償サービス（多

目的スペースの有料貸しを除く。）を利用する事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、製品又は技術の開発、試験等に関して前条の有償サ

ービスを利用した場合の利用料金とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の３分の２の額又は１５万円のうちいず

れか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 補助金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じた場

合は、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江



東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請書（別記第１号様式）に

次に掲げる書類又はその写しを添付して、区長に申請するものとする。 

(1) 補助対象経費の内訳が記載された書類 

(2) 申込書、依頼書その他の都産技研の利用を証する書類 

(3) 補助対象経費の支払を証する書類 

(4) 履歴事項全部証明書（個人にあっては住民票の写し） 

(5) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え（個人に限

る。） 

(6) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書（個人にあっては住民

税及び個人事業税の納税証明書） 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるものについては江東区都立産業技術研究センター利用補助金交

付決定通知書（別記第２号様式）により、不適当と認めるものについては江

東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請却下通知書（別記第３号

様式）により申請者に通知する。 

（交付請求及び交付） 

第９条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付請求書（別記第４号様

式）により区長に請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に対

し補助金を交付する。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした

とき。 

(2) 要綱又は法令に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した



場合は、速やかに江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付決定取消

通知書（別記第５号様式）により補助事業者に通知する。 

（補助金の返還） 

第１１条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているとき

は、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）

の定めるところによる。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、

地域振興部長が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。  



別記第１号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

江東区長 殿 

所在地                

事業者名               

代表者名               

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請書 

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付要綱第７条の規定に基づき、

下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

１ 利用した有償サービスの名称 

 

２ 補助金交付申請額 

円（１,０００円未満の端数切捨て） 

３ 添付書類（コピー可） 

(1) 補助対象経費の内訳が記載された書類 

(2) 申込書、依頼書その他の都産技研の利用を証する書類 

(3) 補助対象経費の支払を証する書類 

(4) 履歴事項全部証明書（個人にあっては住民票の写し） 

(5) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え（個人に限

る。） 

(6) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書（個人にあっては住民

税及び個人事業税の納税証明書） 



別記第２号様式（第８条関係） 

 

第    号 

  年  月  日 

 

         様 

江東区長         印 

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付で交付申請のあった江東区都立産業技術研究センタ

ー利用補助金については、下記のとおり補助金を交付することを決定しました

ので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額 

 

       円 



別記第３号様式（第８条関係） 

 

第    号 

  年  月  日 

 

         様 

江東区長         印 

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請却下通知書 

 

    年  月  日付の江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付

申請については、下記の理由により却下することを決定しましたので通知しま

す。 

 

記 

 

１ 却下の理由 

 

２ 根拠規定 



別記第４号様式（第９条関係） 

 

  年  月  日 

江東区長 殿 

所在地                

事業者名               

代表者名             印 

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付請求書 

 

    年  月  日付   第   号で交付決定の通知のあった江東区

都立産業技術研究センター利用補助金について、交付されたく請求します。 

 

記 

 

請求金額       円 



別記第５号様式（第１０条関係） 

 

第    号 

  年  月  日 

 

         様 

江東区長         印 

 

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付決定取消通知書 

 

    年  月  日付で交付決定をした江東区都立産業技術研究センター

利用補助金については、下記のとおり交付決定の（全部・一部）を取り消しま

したので通知します。 

 

記 

 

１ 取消しの理由 

 

２ 返還すべき補助金の額 

 

３ 納付期限 

年  月  日 

４ 納付の方法 

 

５ 違約加算金及び延滞金 

江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４号）の定

めるところによる。 

 

 


